
三朝町介護保険条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和元年５月21日 

 

三朝町長 

 

 

 

 

 

三朝町条例第１号 

 

三朝町介護保険条例等の一部を改正する条例    

 

（三朝町介護保険条例の一部改正） 

第１条 三朝町介護保険条例（平成12年三朝町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「追加条」とい

う。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追

加条を除く。）に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（保険料率） （保険料率） 

第２条 平成30年度から令和２年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

第２条 平成30年度から平成32年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

(１)～(９) 略 (１)～(９) 略 

  

   附 則    附 則 

  

（平成29年度における保険料率の特例） （平成29年度における保険料率の特例） 

第９条 略 第９条 略 

  

（令和元年度及び令和２年度における保険料

率の特例） 

 

第10条 第２条第１号から第３号までに掲げ

る第１号被保険者に係る令和元年度及び令

 



和２年度の各年度における保険料率は、同

条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

(１) 第２条第１号に該当する者 30,150

円 

 

(２) 第２条第２号に該当する者 50,250

円 

 

(３) 第２条第３号に該当する者 58,290

円 

 

  

 

（三朝町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 三朝町介護保険条例の一部を改正する条例（平成30年三朝町条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）

を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

   附 則    附 則 

  

１及び２ 略 １及び２ 略 

（平成30年度における保険料率の特例） （平成30年度から平成32年度までにおける保

険料率の特例） 

３ 新条例第２条第１号に掲げる第１号被保

険者に係る平成30年度における保険料率

は、同号の規定にかかわらず、36,180円とす

る。 

３ 新条例第２条第１号に掲げる第１号被保

険者に係る平成30年度から平成32年度まで

の各年度における保険料率は、同号の規定

にかかわらず、36,180円とする。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成31年４月１日から適用する。 


